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久喜市立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則 

久喜市立学校給食センター条例施行規則（平成２２年久喜市教育委員会規則第

２８号）の一部を次のように改正する。 

第４条中「小学校」の次に「（義務教育学校の前期課程を含む。以下同

じ。）」を、「中学校」の次に「（義務教育学校の後期課程を含む。以下同

じ。）」を加える。 

第５条第２項中「児童又は生徒その他」及び「（次条第２項及び第７条におい

て「児童等」という。）」を削り、「食材等」を「、食材等」に、「認めるもの

の」を「認めるものに係る」に改める。 

第６条第１項中「学校給食費負担者（学校給食を受ける児童又は生徒の保護者

等（児童又は未成年の生徒については学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１６条の保護者を、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負

担する者をいう。）その他学校給食の提供を受ける者をいう。）」を「学校給食

の提供を受ける者」に改め、「月ごとに」の次に「市長に」を加え、同条第２項

中「転入又は転出その他」を「学校給食の提供を受ける者のうち、」に、「児童

等の学校給食費」を「もの」に、「乗じて得た額を」の次に「市長に」を加え、

同条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、児童又は生徒（生活保護法（昭和２５

年法律第１４４号）第１３条の規定により教育扶助を受けている世帯の児童又

は生徒を除く。）に係る学校給食費については、徴収しないものとする。 

第７条中「児童等が」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正後の久喜市立学校給食センター条例施行規則の規定は、
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この規則の施行の日以後において提供する学校給食に係る学校給食費について

適用し、同日前に提供された学校給食費については、なお従前の例による。 
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議案第６号 

 

久喜市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則 

の一部を改正する規則について 

 

久喜市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則の一部を、

別紙のとおり改正することについて議決を求める。 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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   久喜市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則の一部を改正す

る規則 

久喜市教育委員会事務局組織規則等の一部を改正する規則（令和７年久喜市教

育委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

第５条中久喜市就学援助規則の改正規定を次のように改める。 

（久喜市就学援助規則の一部改正） 

第５条 久喜市就学援助規則（平成２２年久喜市教育委員会規則第１９号）の一

部を次のように改正する。 

第１条中「久喜市立小中学校」を「久喜市立小学校、中学校及び義務教育学

校」に改める。 

第３条第１項中第７号を削り、第８号を第７号とする。 

 第２８条中久喜市特別支援教育就学奨励費支給規則の改正規定を次のように改

める。 

 （久喜市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部改正） 

第２８条 久喜市特別支援教育就学奨励費支給規則（令和４年久喜市教育委員会

規則第９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「久喜市立小学校又は中学校」を「久喜市立小学校、中学校又は義

務教育学校」に改める。 

  第４条中第５号を削り、第６号を第５号とする。 

  第５条第２項中「前条第１号から第５号まで」を「前条第１号から第４号ま

で」に改める。 

  第１０条中「個人別支給台帳（様式第５号）及び学校給食費支給表（様式第

６号）」を「個人別支給台帳（様式第５号）」に改める。 

  様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第７条関係） 

特別支援教育就学奨励費支給申請書 

年  月  日  

 

 久喜市教育委員会    あて 

 

申請者（保護者） 住 所                   

氏 名                   

電話番号                   

（氏名は署名してください。記名押印も可能です。）  

 

 特別支援教育就学奨励費（以下「就学奨励費」という。）の支給を受けたいので、

久喜市特別支援教育就学奨励費支給規則第７条の規定により、下記のとおり申請しま

す。 

 

記 

 

１ 学校名、児童・生徒氏名、学年 

学校名 児童・生徒氏名 学年 

久喜市立  年 

久喜市立  年 

久喜市立  年 

 

２ 添付書類 

 （１） 特別支援教育就学奨励費に係る収入額・需要額調書（様式第２号） 

 （２） 市区町村が発行した前年の収入を証明する書類（市が公簿等で確認できる場合は不要） 

 （３） その他教育委員会が必要と認める書類（              ） 

 

３ 同意事項 

（１） 就学奨励費の支給認定及び支弁区分の決定に当たっての審査及び当該決定

後の支給要件の確認等のため、教育委員会が、様式第２号「特別支援教育就

学奨励費に係る収入額・需要額調書」に記載した申請者の世帯の住民情報及

び税務情報、生活保護の受給状況及び久喜市就学援助規則の規定による就学

援助費の受給状況を確認することに同意します。 

（２） 学校に納めるべき学用品費、通学用品費等に未納があった場合には、就学

奨励費から充当することに同意します。 

（３） 転入した申請者については、転入前の市区町村における就学援助費及び就

学奨励費の受給状況を確認することに同意します。 

 

４ 委任事項 

 市から受ける就学奨励費について、その受領、物品購入等に係る代金の支払、返

納及び学用品費等の未納分への充当事務に関する一切の権限(事務)を対象となる児

童生徒が在学中の学校の学校長に委任します。 
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様式第５号を次のように改める。 
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様式第5号(第10条関係) 

個 人 別 支 給 台 帳          (整理番号)No.         

保護者等の氏名 保護者等の住所 

〒 

 

 

TEL(    )    ―     

久喜市立          学校      学年 

 

児童・生徒氏名 

  支弁区分 

   □ 支弁区分1(第5条第1項第1号該当) 

   □ 支弁区分2(第5条第1項第2号該当) 

区 分 
第 1 回 

年 月 日 

第 2 回 

年 月 日 

第 3 回 

年 月 日 
  計 

修 学 旅 行 費 
円      

校外活動費(宿泊なし) 
円      

校外活動費(宿泊あり) 
円      

学 用 品 等 購 入 費 
円      

新入学児童生徒学用品費等 
円      

オンライン学 習通信費 
円      

計 
円      

受 領 印 

      

備
考 

 

  注 受領印は、別に受領に関する書類がある場合は不要 
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様式第６号を削る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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議案第７号 

 

久喜市食物アレルギー等対応学校給食費相当額給付金支給 

事業実施要綱について 

 

久喜市食物アレルギー等対応学校給食費相当額給付金支給事業実施

要綱を、別紙のとおり制定することについて議決を求める。 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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久喜市食物アレルギー等対応学校給食費相当額給付金支給事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、学校給食費の無償措置により生じる学校給食の提供を受け

る児童又は生徒の保護者と食物アレルギー等の理由により学校給食の全部又は

一部の提供を停止している児童又は生徒（以下この条、第３条及び第４条第１

項において「食物アレルギー児等」という。）の保護者との経済的利益の均衡

を図るため、食物アレルギー児等の保護者に対し、久喜市食物アレルギー等対

応学校給食費相当額給付金（以下「給付金」という。）を支給する久喜市食物

アレルギー等対応学校給食費相当額給付金給付事業（第８条において「事業」

という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「学校給食費」とは、久喜市立学校給食センター条例

（平成２２年久喜市条例第９５号）第５条に規定する学校給食費をいう。 

２ この告示において「保護者」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）

第１６条に規定する保護者をいう。 

３ この告示において「児童又は生徒」とは、久喜市立学校設置条例（平成２２

年久喜市条例第８６号）第１条の規定により設置された小学校、中学校又は義

務教育学校（第４条において「市立学校」という。）に在籍する児童又は生徒

をいう。 

（支給対象者） 

第３条 給付金の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、食物

アレルギー児等の保護者（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第２条に

規定する保護を受けている世帯に属する者を除く。）とする。 

 （給付金の額等） 

第４条 給付金の額は、食物アレルギー児等が市立学校に登校し、かつ、当該市

立学校が学校給食を実施した日数に、久喜市立学校給食センター条例施行規則
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（平成２２年久喜市教育委員会規則第９５号）第５条第１項に規定する学校給

食費の範囲内で教育委員会が別に定める額を乗じて得た額とする。 

 （給付金の申請等） 

第５条 給付金の支給を受けようとする者（次条において「申請者」という。）

は、食物アレルギー等対応学校給食費相当額給付金支給申請書（様式第１号。

次項及び次条第１項において「申請書」という。）を市長に提出するものとす

る。 

２ 申請書の提出期限は、市長が別に定める。 

 （支給の決定等） 

第６条 市長は、申請者から申請書の提出があったときは、支給の可否及び支給

金額を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定したときは、食物アレルギー

等対応学校給食費相当額給付金支給決定通知書（様式第２号）により申請者に

通知し、給付金を支給するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により給付金を支給しないことを決定したときは、食

物アレルギー等対応学校給食費相当額給付金不支給決定通知書（様式第３号） 

により申請者に通知するものとする。 

（不当利得の返還） 

第７条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、

支給した給付金の返還を求めるものとする。 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

 この告示は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

食物アレルギー等対応学校給食費相当額給付金支給申請書 

 

年  月  日  

 

久喜市長    あて 

 

住 所 

申請者 保護者氏名                

電 話 番 号              

 

久喜市食物アレルギー等対応学校給食費相当額給付金の支給を受けたいので、久喜市食物アレ

ルギー等対応学校給食費相当額給付金支給事業実施要綱第５条第１項の規定により、下記のとお

り申請します。 

 なお、私は、この申請に基づく給付金の支給決定のため、久喜市長が必要に応じ、市が保有す

る個人情報について調査すること又は他の自治体若しくは関係機関に対し照会することに同意し

ます。 

 

記 

 

１ 対象となる児童又は生徒（食物アレルギー等の理由により学校給食の全部又は一部を停止し

ている児童又は生徒） 

（フリガナ） 

氏名 
学校名 学年 学校給食の停止区分 

   □全部を停止 

□牛乳のみを停止 

□牛乳以外を停止 

   □全部を停止 

□牛乳のみを停止 

□牛乳以外を停止 

   □全部を停止 

□牛乳のみを停止 

□牛乳以外を停止 

 

２ 振込先金融機関 

【ゆうちょ銀行以外】 

金融機関名 支店名 分類 口座番号（右詰めで記入） 

銀行 

信用金庫 

農協 

本店 

支店 

出張所 

１普通 

２当座 
       

口座名義（カナ）※申請者名義に限る  

【ゆうちょ銀行】 

通帳記号 

（ハイフンに続く数字がある場合は※欄に記入）
 

通帳番号（右詰めで記入）  

     
※ 

        

口座名義（カナ）※申請者名義に限る  
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様式第２号（第６条関係） 

 

食物アレルギー等対応学校給食費相当額給付金支給決定通知書 

 

久 第    号 

年  月  日 

 

        様 

 

 

久喜市長            

 

 

年  月  日付けで支給の申請があった久喜市食物アレルギー等

対応学校給食費相当額給付金については、下記のとおり支給することに決定し

たので、久喜市食物アレルギー等対応学校給食費相当額給付金支給事業実施要

綱第６条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 支給決定額   金           円 

 

２ 支給対象期間      年  月分～    年  月分 
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様式第３号（第６条関係） 

 

食物アレルギー等対応学校給食費相当額給付金不支給決定通知書 

 

久 第    号 

年  月  日 

 

        様 

 

 

久喜市長            

 

 

年  月  日付けで支給の申請があった久喜市食物アレルギー等

対応学校給食費相当額給付金については、下記の理由により支給しないことに

決定したので、久喜市食物アレルギー等対応学校給食費相当額給付金支給事業

実施要綱第６条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

不支給理由 
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議案第８号 

 

久喜市立学校評議員要綱等の一部を改正する等の告示の一 

部を改正する告示について 

 

久喜市立学校評議員要綱等の一部を改正する等の告示の一部を、別

紙のとおり改正することについて議決を求める。 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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久喜市立学校評議員要綱等の一部を改正する等の告示の一部を改正する告 

示 

久喜市立学校評議員要綱等の一部を改正する等の告示（令和７年久喜市教育委

員会告示第７号）の一部を次のように改正する。 

第１５条中久喜市学校給食費補助金交付要綱の改正規定を次のように改める。 

第１５条 削除 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 
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議案第９号 

 

久喜市学校給食費補助金交付要綱を廃止する告示について 

 

久喜市学校給食費補助金交付要綱を、別紙のとおり廃止することに

ついて議決を求める。 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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久喜市学校給食費補助金交付要綱を廃止する告示 

久喜市学校給食費補助金交付要綱（平成３１年久喜市教育委員会告示第２号）

は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の日前に、この告示による廃止前の久喜市学校給食費補助金

交付要綱の規定により交付の決定をした補助金については、同要綱第７条から

第９条の規定は、同日後もなおその効力を有する。  
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議案第１０号 

 

久喜市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令について 

 

久喜市教育委員会公印規程の一部を、別紙のとおり改正することに

ついて議決を求める。 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 

 

 

- 20 -



久喜市教育委員会公印規程の一部を改正する訓令 

久喜市教育委員会公印規程（平成２２年久喜市教育委員会訓令第３号）の一部

を次のように改正する。 

第４条第１項中「久喜市立小学校及び久喜市立中学校」を「久喜市立小学校、

中学校及び義務教育学校」に改める。 

別表中 

「 

埼玉県久喜市立栗橋南

小学校長印 

方２１ 

 

栗橋南小学校

長名をもって

発する文書 

栗橋南小学

校長 

埼玉県久喜市立鷲宮小

学校印 

方２４ 

 

鷲宮小学校名

をもって発す

る文書 

鷲宮小学校

長 

埼玉県久喜市立鷲宮小

学校印 

方６０ 

 

卒業証書用 鷲宮小学校

長 

埼玉県久喜市立鷲宮小

学校長印 

方２１ 

 

鷲宮小学校長

名をもって発

する文書 

鷲宮小学校

長 

                                 」 

を 

「 

埼玉県久喜市立栗橋南

小学校長印 

方２１ 

 

栗橋南小学校

長名をもって

発する文書 

栗橋南小学

校長 

                                 」 
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に改め、同表中 

「 

埼玉県久喜市立鷲宮西

中学校印 

方２４ 

 

鷲宮西中学校

名をもって発

する文書 

鷲宮西中学

校長 

埼玉県久喜市立鷲宮西

中学校印 

方６０ 

 

卒業証書用 鷲宮西中学

校長 

埼玉県久喜市立鷲宮西

中学校長印 

方２１ 

 

鷲宮西中学校

長名をもって

発する文書 

鷲宮西中学

校長 

                                 」 

を 

「 

埼玉県久喜市立鷲宮西

小中学校印 

方２４ 

 

鷲宮西小中学

校名をもって

発する文書 

鷲宮西小中

学校長 

埼玉県久喜市立鷲宮西

小中学校印 

方６０ 

 

卒業証書用 鷲宮西小中

学校長 

埼玉県久喜市立鷲宮西

小中学校長印 

方２１ 

 

鷲宮西小中学

校長名をもっ

て発する文書 

鷲宮西小中

学校長 

                                 」 

に改める。 

附 則 
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この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第１１号 

 

久喜市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について 

 

久喜市いじめ問題対策連絡協議会委員を、別紙のとおり委嘱するこ

とについて議決を求める。 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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議案第１１号 「久喜市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱について」の別

紙資料につきましては、人事案件であるため非公開です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－25－ 



議案第１２号 

 

久喜市任期付市費負担教職員の任用について 

 

久喜市任期付市費負担教職員を、別紙のとおり任用することについ

て議決を求める。 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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議案第１２号 「久喜市任期付市費負担教職員の任用について」の別紙資料に

つきましては、人事案件であるため非公開です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－別紙－ 



議案第１３号 

 

久喜市立小・中学校県費負担教職員の人事に関する内申に 

ついて 

 

久喜市立小・中学校県費負担教職員の人事に関し、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第３８条の規定に基づき、別紙のとおり埼

玉県教育委員会に対し内申することについて議決を求める。 

 

 

令和８年２月２０日提出 

 

久喜市教育委員会 

教育長  柿 沼 光 夫 
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議案第１３号 「久喜市立小・中学校県費負担教職員の人事に関する内申につ

いて」の別紙資料につきましては、人事案件であるため非公開です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－別紙－ 


